
 

 

鳥取県告示第162号 

平成20年鳥取県告示第260号（測量等業務の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る一般的事項等につ

いて）の一部を次のように改正し、平成22年４月１日から施行する。 

 

  平成22年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 入札参加者は、次に掲げる条件を具備しなければ

ならない。 

(１) 略 

(２) 平成20年鳥取県告示第789号（測量等業務の

契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な

資格等について）又は平成21年鳥取県告示第696

号（測量等業務の契約に係る一般競争入札等に参

加する者に必要な資格等について）に基づく入札

参加資格（以下「入札参加資格」という。）のう

ち、調達公告で指定する業務の種別（以下「発注

業種」という。）に係るものを有すること。 

(３)～(８) 略 

２～６ 略 

 

 

１ 入札参加者は、次に掲げる条件を具備しなければ

ならない。 

(１) 略 

(２) 平成20年鳥取県告示第789号（測量等業務の

契約に係る一般競争入札等に参加する者に必要な

資格等について）に基づく入札参加資格（以下

「入札参加資格」という。）のうち、調達公告で

指定する業務の種別（以下「発注業種」とい

う。）に係るものを有すること。 

 

 

(３)～(８) 略 

２～６ 略 

 


